
議第２３号

義務教育諸学校の教科用図書採択地区の変更について

このことについて、別紙のとおり決定いたしたい。

令和２年２月１０日

岡山県教育委員会教育長

鍵 本 芳 明
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義務教育諸学校の教科用図書採択地区の変更について

＜備前市・旭東地区協議会からの要望＞

○県の採択地区の変更に関する意向調査に対して、平成２７年度より単独で採択をして

いる備前市より、令和２年度に行われる令和３年度使用中学校教科用図書の採択から、

旭東採択地区協議会に加入し、共同で採択したい要望があった。また、旭東採択地区

協議会より、備前市の要望に対し同意する旨、報告があった。

＜教科用図書採択地区について＞

１.採択地区の設定・変更の考え方

（義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第１２条）

○都道府県教育委員会は、当該都道府県の区域について、市町村の区域又はこれらの区

域を併せた地域に、教科用図書採択地区を設定しなければならない。

○都道府県の教育委員会は、採択地区を設定し、又は変更しようとするときは、あらか

じめ市町村の教育委員会の意見をきかなければならない。

２.県教委として特に確認すべき事項

○所属する予定の共同採択地区協議会の他市町村と合意形成が成されていること。

○調査研究に多くの教員等が参画でき、教科書内容について綿密な調査研究が可能であ

り、公平性・公正性に疑念が生じないこと。

○採択地区において、継続的に調査研究が行えること。

○採択地区内の教員に過度の負担がかからないこと。

＜参考＞県内採択地区の構成市町村（平成２７年度～令和元年度）

採択地区 構成市町村

岡山市地区 岡山市

玉野市地区 玉野市

備前市地区 備前市

旭東地区 瀬戸内市 赤磐市 和気町 吉備中央町

倉敷地区 倉敷市 総社市 浅口市 早島町 里庄町

笠岡・井原地区 笠岡市 井原市 矢掛町

高梁・新見地区 高梁市 新見市

津山地区
津山市 真庭市 美作市 新庄村 鏡野町 勝央町 奈義町

西粟倉村 久米南町 美咲町

※備前市は平成２６年度小学校教科用図書採択まで旭東採択地区に所属。

平成２７年度中学校教科用図書採択から、単独で採択を行っている。

旭東地区


